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漁
業
権
の
種
類
：
共
同
漁
業
権

報
告
件
数
：
33
5

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
1号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
2号
)

【
別
紙
２
】
漁
業
法
第
90
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
度
漁
期
：
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
1号

宗
海
共
第
１
号

継
続

ほ
っ
き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
1号

宗
海
共
第
１
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
１
号

R
5廃
止

え
ぞ
ば
か
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
１
号

R
5廃
止

い
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
１
号

R
5廃
止

さ
ら
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

ぎ
ん
な
ん
そ
う

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

あ
わ
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

ほ
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き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
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と
認
め
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れ
る

宗
谷
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内
漁
業
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同
組
合
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一
種
共
同
漁
業
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海
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海
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第
２
号

継
続

う
に
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切
と
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る
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切
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有
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と
認
め
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れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
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組
合
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一
種
共
同
漁
業
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海
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第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

た
こ
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切
と
認
め
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れ
る

適
切
か
つ
有
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と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷
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内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
2号

宗
海
共
第
２
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
２
号

R
5廃
止

え
ぞ
ば
か
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合
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一
種
共
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漁
業

－
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号

R
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止
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業
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同
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合

第
一
種
共
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－
宗
海
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号

R
5廃
止

さ
ら
が
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価
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価
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外
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谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
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漁
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－
宗
海
共
第
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号

R
5廃
止

わ
か
め

評
価
対
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外

評
価
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宗
谷

稚
内
漁
業
協
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組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
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号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
3号

宗
海
共
第
３
号

継
続

ぎ
ん
な
ん
そ
う

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
3号

宗
海
共
第
３
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
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宗
海
共
第
３
号

継
続
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適
切
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認
め
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れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
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な
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宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
3号

宗
海
共
第
３
号

継
続

あ
わ
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適
切
と
認
め
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れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
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合
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一
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共
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漁
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宗
海
共
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3号
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海
共
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号
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続
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切
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谷
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漁
業
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合

第
一
種
共
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漁
業

宗
海
共
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宗
海
共
第
３
号

継
続

ほ
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き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷
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内
漁
業
協
同
組
合
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一
種
共
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漁
業

宗
海
共
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3号

宗
海
共
第
３
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
3号

宗
海
共
第
３
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
3号

宗
海
共
第
３
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
3号

宗
海
共
第
３
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
３
号

R
5廃
止

え
ぞ
ば
か
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
３
号

R
5廃
止

い
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
３
号

R
5廃
止

さ
ら
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
３
号

R
5廃
止

わ
か
め

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
３
号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
4号

宗
海
共
第
４
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
4号

宗
海
共
第
４
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
4号

宗
海
共
第
４
号

継
続

あ
さ
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
4号

宗
海
共
第
４
号

継
続

え
ぞ
ば
か
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い
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宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
4号

宗
海
共
第
４
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
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適
切
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つ
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効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
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合
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同
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業
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海
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海
共
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継
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き
が
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ら
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適
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と
認
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合
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業
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共
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続
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適
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適
切
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つ
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効
と
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め
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れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
４
号

R
5廃
止

あ
か
ば

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
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種
共
同
漁
業

－
宗
海
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４
号

R
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種
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漁
業
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海
共
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４
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止
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し

評
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対
象
外

評
価
対
象
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宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
5号

宗
海
共
第
５
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
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第
5号

宗
海
共
第
５
号

継
続
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ぶ
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切
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認
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ら
れ
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切
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効
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認
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れ
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払
村
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業
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継
続

ほ
っ
き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
5号

宗
海
共
第
５
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
5号

宗
海
共
第
５
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
5号

宗
海
共
第
５
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
５
号

R
5廃
止

さ
ら
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
５
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
５
号

R
5廃
止

な
ま
こ

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
５
号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
6号

宗
海
共
第
６
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
6号

宗
海
共
第
６
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
6号

宗
海
共
第
６
号

継
続

ほ
っ
き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
6号

宗
海
共
第
６
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
6号

宗
海
共
第
６
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
6号

宗
海
共
第
６
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
6号

宗
海
共
第
６
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
６
号

R
5廃
止

え
ぞ
ば
か
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
６
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
６
号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

あ
か
ば

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

ぎ
ん
な
ん
そ
う

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

ふ
の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

あ
さ
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

え
ぞ
ば
か
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

ほ
っ
き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

- 4 -



漁
業
権
の
種
類
：
共
同
漁
業
権

報
告
件
数
：
33
5

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
1号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
2号
)

【
別
紙
２
】
漁
業
法
第
90
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
度
漁
期
：
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
7号

宗
海
共
第
７
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
７
号

R
5廃
止

の
り

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
７
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

あ
か
ば

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

ぎ
ん
な
ん
そ
う

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

て
ん
ぐ
さ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

ふ
の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

わ
か
め

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

あ
わ
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

い
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
8号

宗
海
共
第
８
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
８
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
８
号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

あ
か
ば

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

ぎ
ん
な
ん
そ
う

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

て
ん
ぐ
さ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

ふ
の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

わ
か
め

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

あ
わ
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

い
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
9号

宗
海
共
第
９
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
９
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
９
号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

あ
か
ば

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る
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漁
業
権
の
種
類
：
共
同
漁
業
権

報
告
件
数
：
33
5

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
1号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
2号
)

【
別
紙
２
】
漁
業
法
第
90
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
度
漁
期
：
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

ぎ
ん
な
ん
そ
う

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

て
ん
ぐ
さ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

ふ
の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

わ
か
め

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

あ
わ
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

い
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

ほ
っ
き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
10
号

宗
海
共
第
10
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
10
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
10
号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

あ
か
ば

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

ぎ
ん
な
ん
そ
う

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

て
ん
ぐ
さ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

ふ
の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

わ
か
め

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

あ
わ
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

い
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

ほ
た
て
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

ほ
っ
き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
11
号

宗
海
共
第
11
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
11
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
11
号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

ふ
の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る
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漁
業
権
の
種
類
：
共
同
漁
業
権

報
告
件
数
：
33
5

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
1号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
2号
)

【
別
紙
２
】
漁
業
法
第
90
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
度
漁
期
：
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

わ
か
め

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

あ
さ
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

あ
わ
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
12
号

宗
海
共
第
12
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
12
号

R
5廃
止

あ
か
ば

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
12
号

R
5廃
止

ぎ
ん
な
ん
そ
う

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
12
号

R
5廃
止

て
ん
ぐ
さ

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
12
号

R
5廃
止

い
が
い

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
12
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

こ
ん
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

ふ
の
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

も
ず
く

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

わ
か
め

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

あ
さ
り

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

あ
わ
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

い
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

え
ぞ
ば
か
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

つ
ぶ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

ほ
っ
き
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

う
に

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

な
ま
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
13
号

宗
海
共
第
13
号

継
続

ほ
っ
か
い
え
び

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
13
号

R
5廃
止

あ
か
ば

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
13
号

R
5廃
止

ぎ
ん
な
ん
そ
う

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
13
号

R
5廃
止

て
ん
ぐ
さ

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
13
号

R
5廃
止

え
む
し

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
13
号

R
5廃
止

ほ
や

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
14
号

宗
海
共
第
14
号

継
続

ほ
た
て
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
15
号

宗
海
共
第
15
号

継
続

ほ
た
て
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
16
号

宗
海
共
第
16
号

継
続

ほ
た
て
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
16
号

－
R
5新
規

な
ま
こ

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
17
号

宗
海
共
第
17
号

継
続

ほ
た
て
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る
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漁
業
権
の
種
類
：
共
同
漁
業
権

報
告
件
数
：
33
5

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
1号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
2号
)

【
別
紙
２
】
漁
業
法
第
90
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
度
漁
期
：
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
18
号

宗
海
共
第
18
号

継
続

ほ
た
て
が
い

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
19
号

宗
海
共
第
19
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
20
号

宗
海
共
第
20
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合
、
宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
21
号

宗
海
共
第
21
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
22
号

宗
海
共
第
22
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合
、
香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
23
号

宗
海
共
第
23
号

継
続

た
こ

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
24
号

宗
海
共
第
24
号

継
続

か
れ
い
・
ま
す
・
ふ
ぐ
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
24
号

宗
海
共
第
24
号

継
続

ち
か
・
か
れ
い
・
い
か
な
ご
地
び
き
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
25
号

宗
海
共
第
25
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
26
号

宗
海
共
第
26
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
26
号

宗
海
共
第
26
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
26
号

宗
海
共
第
26
号

継
続

た
ら
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
26
号

宗
海
共
第
26
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
26
号

宗
海
共
第
26
号

継
続

は
た
は
た
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
26
号

宗
海
共
第
26
号

継
続

ひ
ら
め
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
26
号

宗
海
共
第
26
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
26
号

宗
海
共
第
26
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
27
号

宗
海
共
第
27
号

継
続

か
れ
い
・
ま
す
・
ふ
ぐ
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
三
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
27
号

R
5廃
止

ち
か
・
か
れ
い
・
い
か
な
ご
地
び
き
網

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
28
号

宗
海
共
第
28
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
28
号

宗
海
共
第
28
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
28
号

宗
海
共
第
28
号

継
続

ち
か
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
28
号

宗
海
共
第
28
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
28
号

宗
海
共
第
28
号

継
続

ひ
ら
め
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
28
号

宗
海
共
第
28
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
29
号

宗
海
共
第
29
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
30
号

宗
海
共
第
30
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
30
号

宗
海
共
第
30
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
30
号

宗
海
共
第
30
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
30
号

宗
海
共
第
30
号

継
続

か
れ
い
・
ま
す
・
ふ
ぐ
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
三
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
30
号

R
5廃
止

ち
か
・
か
れ
い
・
い
か
な
ご
地
び
き
網

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
31
号

宗
海
共
第
31
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
32
号

宗
海
共
第
32
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
32
号

宗
海
共
第
32
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
32
号

宗
海
共
第
32
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
32
号

宗
海
共
第
32
号

継
続

か
れ
い
・
ま
す
・
ふ
ぐ
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
33
号

宗
海
共
第
33
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

か
じ
か
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

- 8 -



漁
業
権
の
種
類
：
共
同
漁
業
権

報
告
件
数
：
33
5

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
1号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
2号
)

【
別
紙
２
】
漁
業
法
第
90
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
度
漁
期
：
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

ち
か
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

は
た
は
た
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

い
か
な
ご
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

か
れ
い
・
ま
す
・
ふ
ぐ
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

は
た
は
た
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
34
号

宗
海
共
第
34
号

継
続

ち
か
地
び
き
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
35
号

宗
海
共
第
35
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

た
ら
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

い
か
な
ご
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

ほ
っ
け
・
ま
す
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
36
号

宗
海
共
第
36
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

た
ら
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

い
か
な
ご
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

ほ
っ
け
・
ま
す
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
37
号

宗
海
共
第
37
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

た
ら
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

い
か
な
ご
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

ほ
っ
け
・
ま
す
・
い
か
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
38
号

宗
海
共
第
38
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
三
種
共
同
漁
業

－
宗
海
共
第
38
号

R
5廃
止

ち
か
・
か
れ
い
・
い
か
な
ご
地
び
き
網

評
価
対
象
外

評
価
対
象
外

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
39
号

宗
海
共
第
39
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
39
号

宗
海
共
第
39
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る
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漁
業
権
の
種
類
：
共
同
漁
業
権

報
告
件
数
：
33
5

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
1号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
2号
)

【
別
紙
２
】
漁
業
法
第
90
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
度
漁
期
：
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
39
号

宗
海
共
第
39
号

継
続

た
ら
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
39
号

宗
海
共
第
39
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
39
号

宗
海
共
第
39
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
39
号

宗
海
共
第
39
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
39
号

宗
海
共
第
39
号

継
続

ほ
っ
け
・
ま
す
・
い
か
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
39
号

宗
海
共
第
39
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

た
ら
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

い
か
な
ご
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

ほ
っ
け
・
ま
す
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
40
号

宗
海
共
第
40
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

た
ら
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

い
か
な
ご
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

ほ
っ
け
・
ま
す
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

船
泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
41
号

宗
海
共
第
41
号

継
続

ち
か
・
か
れ
い
・
い
か
な
ご
地
び
き
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
42
号

宗
海
共
第
42
号

継
続

い
か
な
ご
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
42
号

宗
海
共
第
42
号

継
続

か
れ
い
・
ま
す
・
ふ
ぐ
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
42
号

宗
海
共
第
42
号

継
続

ち
か
・
か
れ
い
・
い
か
な
ご
地
び
き
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
43
号

宗
海
共
第
43
号

継
続

い
か
・
か
れ
い
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
43
号

宗
海
共
第
43
号

継
続

い
か
な
ご
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
43
号

宗
海
共
第
43
号

継
続

か
れ
い
・
ま
す
・
ふ
ぐ
小
型
定
置
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業
、
第
三
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
43
号

宗
海
共
第
43
号

継
続

ち
か
・
か
れ
い
・
い
か
な
ご
地
び
き
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
44
号

宗
海
共
第
44
号

継
続

か
れ
い
・
ほ
っ
け
・
い
か
底
建
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
45
号

宗
海
共
第
45
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
45
号

宗
海
共
第
45
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
45
号

宗
海
共
第
45
号

継
続

ち
か
・
し
ら
う
お
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
45
号

宗
海
共
第
45
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
45
号

宗
海
共
第
45
号

継
続

は
た
は
た
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
45
号

宗
海
共
第
45
号

継
続

ひ
ら
め
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い
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漁
業
権
の
種
類
：
共
同
漁
業
権

報
告
件
数
：
33
5

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
1号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
91
条
第
1項
第
2号
)

【
別
紙
２
】
漁
業
法
第
90
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
度
漁
期
：
令
和
５
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
45
号

宗
海
共
第
45
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
45
号

宗
海
共
第
45
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
46
号

宗
海
共
第
46
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
46
号

宗
海
共
第
46
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
46
号

宗
海
共
第
46
号

継
続

ち
か
・
し
ら
う
お
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
46
号

宗
海
共
第
46
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
46
号

宗
海
共
第
46
号

継
続

は
た
は
た
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
46
号

宗
海
共
第
46
号

継
続

ひ
ら
め
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
46
号

宗
海
共
第
46
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
46
号

宗
海
共
第
46
号

継
続

め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合
、
宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
47
号

宗
海
共
第
47
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合
、
宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
47
号

宗
海
共
第
47
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合
、
宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
47
号

宗
海
共
第
47
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合
、
宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
47
号

宗
海
共
第
47
号

継
続

ひ
ら
め
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合
、
宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
47
号

宗
海
共
第
47
号

継
続

ほ
っ
け
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合
、
頓
別
漁
業
協
同
組
合
、
猿

払
村
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
48
号

宗
海
共
第
48
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合
、
頓
別
漁
業
協
同
組
合
、
猿

払
村
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
48
号

宗
海
共
第
48
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合
、
頓
別
漁
業
協
同
組
合
、
猿

払
村
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
48
号

宗
海
共
第
48
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合
、
香
深
漁
業
協
同
組
合
、
船

泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
49
号

宗
海
共
第
49
号

継
続

か
す
べ
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合
、
香
深
漁
業
協
同
組
合
、
船

泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
49
号

宗
海
共
第
49
号

継
続

か
れ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合
、
香
深
漁
業
協
同
組
合
、
船

泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
49
号

宗
海
共
第
49
号

継
続

た
ら
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合
、
香
深
漁
業
協
同
組
合
、
船

泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
49
号

宗
海
共
第
49
号

継
続

に
し
ん
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合
、
香
深
漁
業
協
同
組
合
、
船

泊
漁
業
協
同
組
合

第
二
種
共
同
漁
業

宗
海
共
第
49
号

宗
海
共
第
49
号

継
続

ほ
っ
け
・
め
ば
る
・
そ
い
刺
し
網

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る
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漁
業
権
の
種
類
：

区
画
漁
業
権

報
告
件
数
：

29

海
区

漁
業
権
者

種
別

漁
業
権
番
号

旧
漁
業
権
番
号

区
分

漁
業
の
名
称

資
源
管
理
等
の
取
組
状
況

(法
第
9
1
条
第
1
項
第
1
号
)

漁
場
の
活
用
状
況

(法
第
9
1
条
第
1
項
第
2
号
)

【
別
紙
４
】
漁
業
法
第
90

条
第
1項

の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
令
和
５
年
漁
期
：
令
和
５
年
１
⽉
１
⽇
〜
12

⽉
31

⽇
）

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

稚
海
区
第
１
号

稚
海
区
第
１
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

稚
内
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

稚
海
区
第
２
号

稚
海
区
第
２
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

宗
谷
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

稚
海
区
第
３
号

稚
海
区
第
３
号

継
続

ほ
た
て
が
い
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

猿
海
区
第
１
号

猿
海
区
第
１
号

継
続

ほ
た
て
が
い
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

猿
海
区
第
２
号

猿
海
区
第
２
号

継
続

ほ
た
て
が
い
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

頓
別
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

浜
頓
海
区
第
１
号

浜
頓
海
区
第
１
号

継
続

ほ
た
て
が
い
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

枝
海
区
第
１
号

枝
海
区
第
１
号

継
続

ほ
た
て
が
い
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

枝
海
区
第
２
号

枝
海
区
第
２
号

継
続

ほ
た
て
が
い
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

枝
幸
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

枝
海
区
第
３
号

枝
海
区
第
３
号

継
続

ほ
た
て
が
い
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
海
区
第
１
号

利
海
区
第
１
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
海
区
第
２
号

利
海
区
第
２
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
海
区
第
３
号

利
海
区
第
３
号

継
続

う
に
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
海
区
第
３
号

利
海
区
第
３
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
海
区
第
３
号

利
海
区
第
３
号

継
続

わ
か
め
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
海
区
第
４
号

利
海
区
第
４
号

継
続

う
に
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
海
区
第
４
号

利
海
区
第
４
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
富
海
区
第
１
号

利
富
海
区
第
１
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
富
海
区
第
２
号

利
富
海
区
第
２
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
富
海
区
第
２
号

利
富
海
区
第
２
号

継
続

わ
か
め
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

利
尻
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

利
富
海
区
第
２
号

利
富
海
区
第
２
号

継
続

ほ
た
て
が
い
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

礼
海
区
第
１
号

礼
海
区
第
１
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

礼
海
区
第
２
号

礼
海
区
第
２
号

継
続

こ
ん
ぶ
養
殖
業

適
切
と
認
め
ら
れ
る

適
切
か
つ
有
効
と
認
め
ら
れ
る

宗
谷

香
深
漁
業
協
同
組
合

第
一
種
区
画
漁
業

礼
海
区
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５
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５
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６
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６
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８
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８
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（別紙）漁業法第90条第１項の規定による資源管理の状況等の報告

漁業権の種類：定置漁業権 宗谷海区

免許番号 報告の対象となる期間 資源管理の取組の状況 漁場の活用の状況 その他

豊富さけ定第１号 R6.7.15～R6.11.30
適切に取り組まれている
と認められる。

適切かつ有効に活用さ
れていると認められる。

－

豊富さけ定第２号 〃 〃 〃 －

豊富さけ定第３号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第１号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第２号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第３号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第４号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第５号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第６号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第７号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第８号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第９号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第１０号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第１１号 R6.7.15～R6.12.15 〃 〃 －

稚さけ定第１２号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第１３号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第１４号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第１５号 〃 〃 〃 －

稚さけ定第１６号 〃 〃 〃 －

猿さけ定第１号 〃 〃 〃 －

猿さけ定第２号 〃 〃 〃 －

猿さけ定第３号 〃 〃 〃 －

猿さけ定第４号 〃 〃 〃 －

猿さけ定第５号 〃 〃 〃 －

猿さけ定第６号 〃 〃 〃 －

浜頓さけ定第１号 〃 〃 〃 －

浜頓さけ定第２号 〃 〃 〃 －

1 / 2 ページ
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（別紙）漁業法第90条第１項の規定による資源管理の状況等の報告

漁業権の種類：定置漁業権 宗谷海区

免許番号 報告の対象となる期間 資源管理の取組の状況 漁場の活用の状況 その他

浜頓さけ定第３号 R6.7.15～R6.12.15
適切に取り組まれている
と認められる。

適切かつ有効に活用さ
れていると認められる。

－

枝さけ定第１号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第２号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第３号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第４号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第５号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第６号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第７号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第８号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第９号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１０号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１１号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１２号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１３号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１４号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１５号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１６号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１７号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１８号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第１９号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第２０号 〃 〃 〃 －

枝さけ定第２１号 〃 〃 〃 －

2 / 2 ページ
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第２３期第３回北海道連合海区漁業調整委員会

会 議 次 第

日 時 令和８年(2026年)１月２７日(火） 13時30分から

場 所 第２水産ビル ８階 ８ＢＣ会議室

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 題

議案第１号 北海道沖合海域におけるかじき等流し網漁業に係る委員会指示(案)について

４ 報告事項

（１） 秋さけの沿岸漁獲状況について

（２） 秋さけの親魚捕獲・採卵状況について

（３） 秋さけの来遊状況について

（４） 全国の秋さけ捕獲・採卵・漁獲状況について

- 1 -

072541
テキストボックス
報告２




第２３期第３回北海道連合海区漁業調整委員会出席者名簿

所　　　　　属 職　　　名 氏　　　名

北海道連合海区漁業調整委員会 会　長 工 藤 幸 博

副会長 阿 部 国 雄

副会長 福 原 正 純

委　員 池 守 力

委　員 伊 藤 信 孝

委　員 大 澤 晃 弘

委　員 亀 田 元 教

委　員 新 谷 哲 也

委　員 沖 野 平 昭

委　員 石 田 和 夫

委　員 髙松 美津枝

委　員 三 宅 博 哉

委　員 原 口 聖 二

委　員 瀧 波 憲 二

委　員 安 間 洋 樹

国立研究開発法人　水産研究・教育機構 資源増殖部長 戸 田 修 一

水産資源研究所　さけます部門 事業課長補佐 大 貫 努

地方独立行政法人　北海道立総合研究機構 部長 藤 原 真

さけます・内水面水産試験場　さけます資源部 研究主幹 卜 部 浩 一

研究主幹 下 田 和 孝

主査 大 森 始

北海道水産林務部 水産局長 村 木 俊 文

　　　　　　　　水産局漁業管理課 漁業管理課長 物 見 文 雄

課長補佐（管理調整） 大 津 康 義

管理調整第一係長 藤 原 智 史

サケマス・内水面担当課長 古明地 恵一

課長補佐（サケマス） 泉 善 友

サケマス係長 荒 木 貴 博

北海道連合海区漁業調整委員会事務局 事務局長 池 田 聖 治

主　任 西 田 策 紀

主　事 西 田 至

石狩後志海区漁業調整委員会 事務局長 中 山 威 尉

主　事 小 林 千 紗

檜山海区漁業調整委員会 事務局長 三 上 征 己

主　事 駒 形 柊

渡島海区漁業調整委員会 事務局長 山本 健太郎

胆振海区漁業調整委員会 事務局長 濱 谷 仁

専門主任 黒 坂 裕 樹

日高海区漁業調整委員会 事務局長 佐 々 木 真 琴

釧路十勝海区漁業調整委員会 事務局長 木 村 佳 人

根室海区漁業調整委員会 事務局長 古 山 耕 司

網走海区漁業調整委員会 事務局長 柴 田 睦

宗谷海区漁業調整委員会 事務局長 辻 宏 幸

留萌海区漁業調整委員会 事務局長 武田 健太郎

令和８年１月２７日（火）１３時３０分から
札幌市　第２水産ビル　８階　８ＢＣ会議室
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資料１－１ 

北海道連合海区漁業調整委員会指示第２号（案）の概要 

 

 １ これまでの経緯  

北海道沖合海域におけるかじき等流し網漁業のうち、10トン以上船について

は、昭和 58年に北海道連合海区漁業調整委員会指示による承認漁業、平成元年

からは大臣届出漁業として発足し、現在では大臣及び知事許可漁業として営ま

れている。 

一方で、10トン未満船については、令和４年度まで自由漁業として営まれて

きたため、法令等による規制がなく、また、漁獲物のほとんどが道外に水揚げ

されているなど、漁業実態が不明な点が多い状況となっていた。 

さらに、当該漁業によって採捕されるクロマグロが TAC 管理魚種となったこ

とやカジキ類やサメ類についてはWCPFCから保存管理措置が求められているこ

とに加え、漁船測度取扱の改訂などにより、10トン以上船が承認漁業となった

当時と比較して大型化（現在の一般的刺し網船型 9.7 トンは当時に換算すると

11トンに相当）していることなど、当該漁業を取り巻く状況は大きく変化して

いたことから、令和５年から操業隻数や漁獲量、経営状況の把握などの基礎的

な情報を収集し、当該漁業の管理のあり方を検討することを目的に委員会指示

による承認制を導入した。 

 

 ２ 委員会指示の概要  

（１） 対象魚種、漁法 かじき等を漁獲対象とする 10トン未満船による 

流し網漁業 

（２）制限海域    北海道沖合海域 

（３）制限期間    委員会指示の日～令和８年 12月 31 日 

（４）承認対象者   前年度操業実績者など委員会が認める者で、現に必要 

な漁労設備等を有し着業準備が整っている者 

（５）その他条件等  北海道かじき等流し網漁業協議会への加入 

 

 ３ 前年との主な変更点  

（１）委員会指示 

   年次の更新、操業期間及び指示の有効期間の始期の変更 

（資料１－２及び１－３を参照） 

（２）事務取扱要領 

   年次の更新及び申請受付期間の終期の変更 

（資料１－４及び１－５を参照） 

 

以 上 
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 北海道連合海区漁業調整委員会指示第２号 

 

北海道沖合海域における、かじき等流し網漁業（かじき、かつお、まぐろ又は

さめを獲ることを目的とするもの）の操業について、漁業法（昭和24年法律第26

7号）第120条第１項の規定に基づき、次のとおり指示する。 

 

 

  令和８年（2026年）○月○日 

 

北海道連合海区漁業調整委員会    

会長  工 藤  幸 博   

 

１ 操業の承認 

  総トン数10トン未満の船舶を使用して、２の項の操業区域において、かじき

等流し網漁業を操業しようとする者は、使用する船舶ごとに北海道連合海区漁

業調整委員会（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。 

 

２ 操業区域 

操業区域は、北海道沖合海域とする。ただし、次に掲げる海域等を除く。 

（１）次に掲げるアからウまでを順次に直線で結ぶ線、エからトまでを順次に直

線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。 

   ア 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端 

   イ 北海道松前郡松前町松前小島灯台 

   ウ 北海道松前郡松前町白神岬突端 

   エ 北海道函館市恵山岬突端 

   オ 北海道函館市恵山岬突端正東10海里の点 

   カ 青森県八戸市鮫角突端正東35海里の点 

   キ 岩手県宮古市魹ヶ崎突端正東10海里の点 

   ク 岩手県大船渡市首埼突端正東10海里の点 

   ケ 宮城県気仙沼市御埼突端正東10海里の点 

   コ 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東10海里の点 

   サ 宮城県石巻市金華山頂上正東10海里の点 

   シ 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東25海里の点 

   ス 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東25海里の点 

   セ 福島県いわき市塩屋埼灯台正東25海里の点 

   ソ 茨城県ひたちなか市磯埼突端正東25海里の点 

   タ 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台正東25海里の点 

   チ 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台南東25海里の点 

   ツ 千葉県いすみ市太東埼突端南南東25海里の点 

   テ 千葉県南房総市野島埼灯台正南15海里の点 

   ト 千葉県南房総市野島埼灯台 
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（２）次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線以南の海域。 

   ア 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点 

   イ 千葉県南房総市野島埼灯台正南30海里の点 

   ウ 北緯30度15秒東経146度59分47秒の点 

（３）オホーツク海及び日本海。 

（４）我が国の領海及び排他的経済水域以外の海域。 

（５）北海道沿岸に設定された共同漁業権漁場区域。 

 

３ 承認の対象者 

  承認の対象者は、次の（１）及び（２）のいずれかに該当し、かつ（３）に

 該当する者とする。 

（１）前年において、２の項の操業区域における、かじき等流し網漁業に係る承

認を受け操業した実績を有する者。 

（２）その他委員会が特に適当と認める者。 

（３）かじき等流し網漁業に必要な船体、漁労設備及び漁具等を備える者。 

 

４ 使用船舶の制限 

  使用する船舶は、総トン数10トン未満の動力漁船とする。 

 

５ 操業の承認をしない場合 

  次のいずれかに該当する場合は、承認をしない。 

（１）申請者以外の者が、実質上当該漁業の経営を支配するおそれがある場合。 

（２）実地検査において漁労設備等に不備がある場合。 

（３）その他委員会が不適当と認める場合。 

 

６ 操業期間 

  委員会指示の日から令和８年12月31日までとする。 

 

７ 条件 

  承認に際しては、次の条件を付ける。 

（１）暴風雨、船体の損傷その他やむを得ない場合を除き、漁獲物を他の船舶に

転載してはならない。 

（２）網目が15センチメートル以下の流し網を使用してはならない。 

（３）船舶に積載できる流し網の長さ（仕立て上がりの状態における浮子綱の長

さ）の合計が30キロメートルを超えてはならない。 

（４）流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さ（仕立て上がりの状態

における浮子綱の長さ）の合計が12キロメートルを超えてはならない。 

（５）２枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。 

（６）使用する漁具の両端部の浮標には、昼間は、船名、根拠地名を記入した方 

  80センチメートル以上の黄色の布地の標識（以下「標識」という。）及びレー

ダー反射板（金属性のものに限る。以下同じ。）を掲げ、夜間は、白色の灯

火（夜間において視界が良好な場合に少なくとも２海里離れたところから視

認されるもの。以下同じ。）を掲げなければならない。 
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   また、使用する漁具の中間部には、おおむね３キロメートルごとに浮標を

付けその浮標に昼間は標識を、夜間は白色の灯火を掲げることとし、それぞ

れを掲げる高さは、標識については浮標の表面から２メートル以上、白色の

灯火及びレーダー反射板については水面上1.5メートル以上にしなければな

らない。 

（７）使用する船舶の船橋の周囲を、30センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装 

しなければならない。また、承認番号は別に定める様式により、船橋の両側

の見やすい場所に表示しなければならない。 

（８）使用する船舶には船舶自動識別装置（AIS)を備え付け、操業し又は航行す

る期間中は、船舶自動識別装置を常時作動させ、自船の位置情報を発信し続

けなければならない。 

（９）さけ、ます、歯鯨（まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。）、

うみがめ類、くろとがりざめ又はよごれが採捕されたときは、できる限り損

傷しないよう速やかに海中に戻さなければならない。 

（10）採捕したさめを所持したときは、当該さめの全ての部分（頭部、内臓及び

皮を除く。）を陸揚げまでの間、船上において所持しなければならない。 

（11）東経144度59分46秒の線、北緯41度10秒の線、東経142度59分47秒の線及び 

  陸域により囲まれた海域においては、７月１日から９月30日までの間は操業

してはならない。 

   ただし、必要と認める関係者間において、当該海域における操業に係る合

意が図られた場合は、その合意の範囲内において当該制限の適用を受けない

ものとする。 

（12）漁獲物は必ず一度に全量を陸揚げし、全て陸揚げ港を管轄する荷受機関（漁

業協同組合等）の計量を受けなければならない。 

（13）かじき等流し網漁業を操業するときは、当該船舶内に承認証を備え付けて

おかなければならない。 

（14）操業区域に面する海区漁業調整委員会が漁業調整上必要と認める事項で、

委員会が指示した事項は、これに従わなければならない。 

 

８ 漁獲成績報告書の提出 

承認を受けた者は、操業終了後60日以内に別に定める漁獲成績報告書を委員

会に提出しなければならない。 

 

９ 承認の取消し 

委員会は、承認を受けた者又は操業責任者が、この指示の内容に違反したと

きは当該承認を取り消すことができる。 

 

10 事務取扱要領 

この指示に定めるもののほか、承認に係る事務取扱いについては、令和８年

かじき等流し網漁業承認等事務取扱要領の定めるところによる。 

 

11 指示の有効期間 

この指示の有効期間は、委員会指示の日から令和８年12月31日までとする。 
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令和８年かじき等流し網漁業承認等事務取扱要領 

 

 令和８年（2026年）○月○日付け北海道連合海区漁業調整委員会指示第２号（以下

「委員会指示」という。）10の規定に基づき、令和８年のかじき等流し網漁業の承認

事務の取扱いを次のとおり定める。 

 

 

令和８年（2026年）○月○日 

 

北海道連合海区漁業調整委員会    

会長 工藤 幸博   

 

１ 承認の申請 

（１）操業の承認を受けようとする者は、使用する船舶ごとにかじき等流し網漁業承

認申請書（別記第１号様式。以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添

付し、北海道連合海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）に提出するも

のとする。 

   なお、実地検査希望港は日高振興局、十勝総合振興局、釧路総合振興局及び根

室振興局管内の中から１港を選定して記載するものとする。 

   また、実地検査希望年月日は土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始（12月29日

～１月３日）を除く日を記載するものとする。 

ア 申請理由書（新たに共同経営を行う場合や代船を行う場合等はその理由を

含む。） 

イ 代表者選定届（共同経営の場合に限る） 

ウ 船舶使用承諾書（用船の場合に限る。印鑑登録証明書添付。） 

エ 漁船原簿謄本（北海道に漁船登録を有しない漁船に限る。） 

オ 漁労設備等に係る誓約書（別記第２号様式） 

カ その他、委員会が必要と認める書類 

（２）申請書は、次のとおり委員会へ提出するものとする。 

ア 北海道内に住所を有する者が申請する場合は、申請者の所属する漁業協同

組合において取りまとめのうえ、かじき等流し網漁業承認申請調書（別記第

３号様式。以下「申請調書」という。）を作成し、所属漁業協同組合長の意

見書を添付のうえ、住所地を所管する総合振興局水産課又は振興局水産課（以

下「振興局」という。）から水産林務部水産局漁業管理課（以下「漁業管理

課」という。）を経由して提出するものとする。 

  なお、申請者が漁業協同組合に所属していない場合は、申請者の住所地を

所管する振興局から漁業管理課を経由して提出するものとする。 

イ 道外に住所を有する者が申請する場合は、申請者の住所地の都府県におい

て取りまとめのうえ、申請調書に知事の副申書と所属漁業協同組合長の意見
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書（漁業協同組合に所属していない場合は除く）を添付し、漁業管理課を経

由して提出するものとする。 

 

２ 申請の受付期間 

承認を受けようとする者は、委員会指示の日から令和８年２月10日までに申請書

を提出するものとする。 

ただし、承認後の代船申請等についてはこの限りではない。 

 

３ 操業の承認について 

（１）委員会指示３（２）の「その他委員会が特に適当と認める者」とは、次のアか

  らカのいずれかに該当し、かつキに該当する者とする。 

  ア 前年においてこの漁業の承認を受けた後、やむを得ず休業した者であって、

この漁業に対する依存度が高く、本年において確実にこの漁業を操業すると認

められる者。 

  イ 前年の承認実績は無いが、それ以前に当該操業区域において当該漁業を操業

し、漁業協同組合等によって水揚げ実績が「漁獲物陸揚げ証明書」（別記第４

号様式）等によって確認可能であるととともに、この漁業に対する依存度が高

く、確実にこの漁業を操業すると認められる者。 

  ウ 前年の承認実績は無いが、この漁業に対する依存度が高く、この漁業を操業

することが確実であり、北海道かじき等流し網漁業協議会会長が推薦する者。 

  エ 漁業経営の安定を図るため、共同経営を行おうとする者。 

  オ 承認を受けた者の死亡に伴う相続人。 

  カ 合併若しくは分割によって当該承認の権利及び義務を承継した法人。 

  キ 「北海道かじき等流し網漁業協議会」に所属していること（証明する書類（協

議会名簿の写し等）を提出すること）。 

  ク 上記ア～ウに該当する申請者は操業誓約書並びに漁業協同組合に所属する者

は確約書を提出すること。 

    また、ウに該当する者は北海道かじき等流し網漁業協議会会長の推薦書を添

付すること。 

（２）委員会指示３（３）の「かじき等流し網漁業に必要な船体、漁労設備及び漁具

等を備える者」の確認及び５（２）の「実地検査」の方法は次のとおりとする。 

  ア 実地主体 

   （ア）北海道内に住所を有する者 

      住所地を所管する振興局 

   （イ）道外に住所を有する者 

      住所地を所管する都府県 

  イ 実施時期 

    申請者の申し出により、操業を開始する２週間前までに検査を実施するもの

とする。 
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  ウ 検査内容 

    実施主体は別記第２号様式〈別紙〉により提出された漁労設備等が、使用船

舶に設備されていることを確認し、検査結果を別記第５号様式により漁業管理

課を経由して委員会に提出するものとする。 

 

４ 承認証の交付 

委員会は、委員会指示５に該当する場合を除き承認し、申請者又は操業責任者に

かじき等流し網漁業承認証（別記第６号様式。以下「承認証」という。）を交付す

るものとする。 

 

５ 承認証の書換え交付 

承認を受けた者は、承認証の記載事項（総トン数及び共同経営者の廃業）に変更

を生じたときは、速やかにかじき等流し網漁業承認書書き換え交付申請書（別記第

７号様式）を委員会に提出し、承認証の書換え交付を受けるものとする。 

 

６ 承認証の再交付 

承認を受けた者は、承認証を亡失し又は毀損したときには、速やかにかじき等流

し網漁業承認証再交付申請書（別記第８号様式）を委員会に提出し、承認証の再交

付を受けるものとする。 

 

７ 標識板等の様式 

委員会指示７（７）に記載される様式は別記第９号様式とする。 

 

８ 休業届及び廃業届の提出 

承認を受けた者は、やむを得ず休業又は廃業しようとするときは、あらかじめ委

員会にその理由を記載した休業届及び廃業届を提出するものとする（別記第10号様

式）。 

 

９ 漁獲成績報告書の提出 

委員会指示８に規定する漁獲成績報告書は別記第11号様式とする。 

なお、承認を受けた者が漁業協同組合の組合員の場合は、所属する漁業協同組合

がとりまとめのうえ、提出するものとする。 

また、委員会は上記の報告以外に資源保護、資源管理上必要な場合は承認を受け

た者または所属漁業協同組合に対し、操業に関する報告を求めることができる。 

 

10 その他 

委員会指示７（11）の「必要と認める関係者」とは、北海道かじき等流し網漁業

協議会及び道東小型さんま漁業協議会を指し、「合意が図られた」ことの確認は、

両者の間で交わされた覚書の提出をもって行うものとする。 
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別記第１号様式 

 

かじき等流し網漁業承認申請書 

 

令和  年  月  日  

 

北海道連合海区漁業調整委員会会長  様 

 

 

申請者  住 所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏 名 

  （法人にあってはその名称及び代表者氏名） 

 

かじき等流し網漁業の承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

記 

 １．船 名 

         

 ２．漁船登録番号    ＨＫ － 

 

 ３．総 ト ン 数           トン 

 

 ４．操 業 期 間    令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

 

 ５．操 業 区 域    北海道沖合海域 

 

 ６．根 拠 地     

 

 ７．所属漁業協同組合         漁業協同組合 

 

 ８．その他 

 （１）実地検査希望港 

 （２）実地検査希望年月日 

 （３）その他（受検者の携帯電話等連絡先） 
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別記第２号様式 

 

漁労設備等に係る誓約書 

 

令和  年  月  日  

 

北海道連合海区漁業調整委員会会長  様 

 

 

誓約者  住 所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏 名 

（法人にあってはその名称及び代表者氏名） 

 

かじき等流し網漁業の承認申請にあたり、漁労設備等に係る下記事項について遵守する

ことを誓約します。 

なお、違背した場合には、厳正なる処分を受けても異議はありません。 

 

記 

 １．かじき等流し網漁業の承認を受けることを目的として、資料の内容が偽りであると知

りながら提出しないこと。 

２．私は、令和 年 月 日付け北海道連合海区委員会指示第  号指示の「３ 承認の

対象者（３）」に規定される、かじき流し網漁業に必要な船体、漁労設備及び漁具等を備

える者であり、所有する（または、使用する権利がある（この場合、使用承諾書を添付す

ること））漁労設備等は別紙のとおりです。 
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＜別紙＞かじき等流し網漁業漁労設備等保有状況

数量等 製造年
所有権または
使用権の別

備考

※魚探 ﾒｰｶｰ：

※レーダー ﾒｰｶｰ：

※GPS ﾒｰｶｰ：

※AIS ﾒｰｶｰ：

※方向探知機 ﾒｰｶｰ：

※漁網 反 ※200反以上とする

（１反当たり長さ　　　　ｍ）

（予備網） 反

（網目） cm

※ラジオブイ 本 ﾒｰｶｰ：

ダルマ灯 個 ﾒｰｶｰ：

ボンデン 本

３．船体設備に関する事項

※揚網機

※送網管

（参考事項１）使用漁船に関する事項

漁船名

所有者・使用者

漁船登録番号

総トン数

漁業種類

（参考事項２）乗組員に関する事項　　　船長含め乗組員　　計　　　　　名

船長 （資格）

機関長 （資格）

無線士 （資格）

船員等 名 －

設備等

１．計器類に関する事項

２．漁具に関する事項

上記１～３の※はかじき等流し網漁業に必要な漁労設備等であり、備えていない場合、承認の対象者としない。
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別記第４号様式 

 

かじき等流し網漁業漁獲物陸揚証明書 

 

令和  年  月  日  

 

北海道連合海区漁業調整委員会会長  様 

 

 

魚市場    

 

次のとおり当市場に陸揚げしたことを証明します。 

 

記 

 １．船 名 

         

 ２．総 ト ン 数           トン 

 

 ３．漁業経営者の住所及び氏名    

 

 ４．陸揚実績表 

 魚種別漁獲高 
合計 

かじき まぐろ かつお さめ その他 

年 月 Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

年 月 Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

年 月 Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

年 月 Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

年 月 Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

年 月 Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 

Kg 

千円 
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別記第５号様式

かじき等流し網漁業実地検査調書

申請者住所・氏名

漁 船 名 総トン数 トン

漁船登録番号 船体表示 適 ・ 不適

乗組員（総勢） 名 漁ろう責任者名

船長
確

海
技 機関長

認 免
許
等 通信長

項

計 ※魚群探知機 メーカー： ※レーダー メーカー：
目 器

類 ※ＡＩＳ メーカー： ※方向探知機 メーカー：
等

等 ※ＧＰＳ メーカー：

※漁網 反（１反 ｍ）
１放しの長さ 反(約 m)、 計 放し

使 予備網 反、 目合い ｃｍ
用
す ※ラジオブイ 本（メーカー： ）
る
漁 漁具標識等 黄色の布地標識（方80cm） 枚（船名、根拠地名入り）
具
等 レーダー反射板（金属製） 個

白色灯火 個

船 ※揚網機 有 ・ 無 ※送網管 有 ・ 無
体
設 船体塗装 適 ・ 不適 （船橋周辺30cm幅で帯状に黒色塗装）
備
等 承認番号 適 ・ 不適 （別記様式８号、船橋両側に設置）

そ 漁船登録票 有 ・ 無（記載事項 適 ・ 不適 ）
の 船舶検査証書 有 ・ 無（記載事項 適 ・ 不適 ）
他 無線開設免許状 有 ・ 無

参
考

検査年月日及び場所 年 月 日、 港

受検者

検査立会人

検査結果及び
検査者の所属氏名

※は必須の漁労設備等であり、不適な場合は承認の対象者としない。
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　５　操　業　区　域　　　　裏面記載のとおり

　２　漁船登録番号

か　じ　き　等　流　し　網　漁　業　承　認　証

北海道連合海区漁業調整委員会指示第　  　号に基づき、次のとおり承認します。

　３　総  ト  ン  数                                                      トン

　４　操　業　期　間　   　　令和　　年（２０　　年）　　月　　日から

　４　操　業　期　間　   　　令和　　年（２０　　年）　　月　　日まで

別記第６号様式

　  　　令和　　　年（２０　　年）　　　月　　　日

北海道連合海区漁業調整委員会   印

　７　条　　　　　件　　　　 裏面記載のとおり

住　所

　１　船　　　　　名　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　 　　　　丸

氏  名

　６　根　  拠     地

　北かじき連海第　   　　号
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５　操業区域
　操業区域は、北海道沖合海域とする。ただし、次に掲げる海域等を除く。
（１）次に掲げるアからウまでの点を順次に結ぶ線、エからトまでの点を順次に結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域
　　　ア　青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端
　　　イ　北海道松前郡松前町松前小島灯台
　　　ウ　北海道松前郡松前町白神岬突端
　　　エ　北海道函館市恵山岬突端
　　　オ　北海道函館市恵山岬突端正東10海里の点
　　　カ　青森県八戸市鮫角突端正東35海里の点
　　　キ　岩手県宮古市魹ヶ崎突端正東10海里の点
　　　ク　岩手県大船渡市首埼突端正東10海里の点
　　　ケ　宮城県気仙沼市御埼突端正東10海里の点
　　　コ　宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東10海里の点
　　　サ　宮城県石巻市金華山頂上正東10海里の点
　　　シ　宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東25海里の点
　　　ス　福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東25海里の点
　　　セ　福島県いわき市塩屋埼灯台正東25海里の点
　　　ソ　茨城県ひたちなか市磯埼突端正東25海里の点
　　　タ　千葉県銚子市銚子一ノ島灯台正東25海里の点
　　　チ　千葉県銚子市銚子一ノ島灯台南東25海里の点
　　　ツ　千葉県いすみ市太東埼突端南南東25海里の点
　　　テ　千葉県南房総市野島埼灯台正南15海里の点
　　　ト　千葉県南房総市野島埼灯台
　（２）次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線以南の海域
　　　ア　最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点
　　　イ　千葉県南房総市野島埼灯台正南30海里の点
　　　ウ　北緯30度15秒東経146度59分47秒の点
　（３）オホーツク海及び日本海
　（４）我が国の領海及び排他的経済水域以外の海域
　（５）北海道沿岸に設定された共同漁業権漁場区域

7　条件
　承認に際しては、次の条件を付ける。

（13）かじき等流し網漁業を操業するときは、当該船舶内に承認証を備え付けておかなければならない。

（６）使用する漁具の両端部の浮標には、昼間は、船名、根拠地名を記入した方80センチメートル以上の黄色の布
　地の標識（以下「標識」という。）及びレーダー反射板（金属性のものに限る。以下同じ。）を掲げ、夜間は、白色
　の灯火（夜間において視界が良好な場合に少なくとも２海里離れたところから視認されるもの。以下同じ。）を掲
　げなければならない。
　  また、使用する漁具の中間部には、おおむね３キロメートルごとに浮標を付けその浮標に昼間は標識を、夜間
　は白色の灯火を掲げることとし、それぞれを掲げる高さは、標識については浮標の表面から２メートル以上、白
　色の灯火及びレーダー反射板については水面上1.5メートル以上にしなければならない。

（１）暴風雨、船体の損傷その他やむを得ない場合を除き、漁獲物を他の船舶に転載してはならない。

（２）網目が15センチメートル以下の流し網を使用してはならない。

（３）船舶に積載できる流し網の長さ（仕立て上がりの状態における浮子綱の長さ）の合計が30キロメートルを超え
　てはならない。

（４）流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さ（仕立て上がりの状態における浮子綱の長さ）の合計が
　12キロメートルを超えてはならない。

（５）２枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。

（14）操業区域に面する海区漁業調整委員会が漁業調整上必要と認める事項で、委員会が指示した事項は、
　これに従わなければならない。

（７）使用する船舶の船橋の周囲を、30センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければならない。また、承認
　番号は別に定める様式により、船橋の両側の見やすい場所に表示しなければならない。

（９）さけ、ます、歯鯨（まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。）、うみがめ類、くろとがりざめ又はよごれ
　が採捕されたときは、できる限り損傷しないよう速やかに海中に戻さなければならない。

（10）採捕したさめを所持したときは、当該さめの全ての部分（頭部、内臓及び皮を除く。）を陸揚げまでの間、船上
　において所持しなければならない。
（11）東経144度59分46秒の線、北緯41度10秒の線、東経142度59分47秒の線及び陸域により囲まれた海域に
　おいては、７月１日から９月30日までの間は操業してはならない。
　　　ただし、必要と認める関係者間において、当該海域における操業に係る合意が図られた場合は、その合意
　の範囲内において当該制限の適用を受けないものとする。
（12）  漁獲物は必ず一度に全量を陸揚げし、全て陸揚げ港を管轄する荷受機関（漁業協同組合等）の計量を
　受けなければならない。

（８）使用する船舶には船舶自動識別装置（AIS)を搭載し、操業中は常時、自船の情報を発信し続け、位置等を
　把握できるようにしておかなければならない。
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別記第７号様式 

 

かじき等流し網漁業承認証書換え交付申請書 

 

令和  年  月  日  

 

北海道連合海区漁業調整委員会会長  様 

 

 

申請者  住 所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏 名 

  （法人にあってはその名称及び代表者氏名） 

 

  かじき等流し網漁業承認証の書換え交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

記 

 １．承 認 番 号   北かじき連海第    号 

         

 ２．承認年月日   令和  年  月  日 

 

 ３．書換えをしようとする事項 

項    目 現在の承認証記載事項 書換えしようとする内容 

   

 

 ４．書換えを必要とする理由 
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別記第８号様式 

 

かじき等流し網漁業承認証再交付申請書 

 

令和  年  月  日  

 

北海道連合海区漁業調整委員会会長  様 

 

 

申請者  住 所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏 名 

  （法人にあってはその名称及び代表者氏名） 

 

  かじき等流し網漁業承認証の再交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

記 

 １．承 認 番 号   北かじき連海第    号 

         

 ２．承認年月日   令和  年  月  日 

 

 ３．亡失（毀損）の理由 
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４５センチメートル

別記第９号様式

北　　か　　じ　　き　　連　　海

令和      年　第　○　○　○　号

２０センチメートル
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別記第１０号様式 

 

かじき等流し網漁業（ 休業 ・ 廃業 ）届 

 

令和  年  月  日  

 

北海道連合海区漁業調整委員会会長  様 

 

 

申請者  住 所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏 名 

  （法人にあってはその名称及び代表者氏名） 

 

  かじき等流し網漁業について、やむをえず 休業 ・ 廃業 することとします。 

 

記 

 １．承 認 番 号   北かじき連海第    号 

         

 ２．承認年月日   令和  年  月  日 

 

 ３．使 用 漁 船 

    船名 

    漁船登録番号 

    総トン数 

   

４．根拠地 

 

５．休業 ・ 廃業  の理由 
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別記第１１号様式

北海道連合海区漁業調整委員会会長　　　様

その他
まぐろ

合　　　計

経　　　費　（円） 差引
損益
(円)漁船費 漁具費 償却費 燃油費 人件費 飼料費 その他 合計

月 日

 漁業者氏名

かじき等流し網漁業漁獲成績報告書

使用漁船 乗組員数

所属漁協

漁船登録番号 トン数 全員 うち自家分  住所

 承認番号 　北かじき連海第　　　　号　

月

別

主たる
操業位置
(緯度経度)

操業

日数

延使用

漁具数

魚種別漁獲量・漁獲金額　（上段：キログラム、下段：円）

かじき類 さめ類 くろまぐろ その他 合　　計かつお

 報告年月日

 船名
陸揚港 着業年月日 終業年月日

港　 年　　月　　日 年　　月　　日
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 資料４  

 

令和 7 年（2025 年）前中期の秋サケ来遊数（暫定値）について 

令和 7 年 12 月 9 日 

 
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 

さけます・内水面水産試験場 さけます資源部 
 

令和７年前中期の年齢別秋サケ来遊数（表 1） 

○令和 7 年（2025 年）前中期の秋サケ来遊数（沿岸での漁獲数と河川での捕獲数の合計）は 618 万尾で，

予測値の 58％，前年同期の 39％となっています。来遊数のうち，河川捕獲数は 104 万尾で，予測値の

84％，前年同期の 68％でした。年齢別来遊数について，5 年魚は 202 万尾で予測値の 53％，前年同期の

54％でした。4 年魚は 376 万尾で，予測値の 68％，前年同期の 33％でした。3 年魚は 33 万尾であり，

予測値の 30％，前年同期の 48％でした。 

表 1 令和 7年前中期の年齢別秋サケ来遊数（暫定値，単位は万尾） 

 

表１ 令和7年 前中期来遊数暫定値（万尾）

年齢
2 3 4 5 6 7

全道 実績値 0.0 32.8 376.3 202.5 6.5 0.0 618.0 103.6
予測値 107.7 556.9 381.3 19.9 1,065.8 123.8

対予測値％ 30.4 67.6 53.1 32.6 58.0 83.7
前年同期 0.1 68.4 1,146.0 376.5 14.7 0.0 1,605.7 153.1

対前年値％ 0.0 47.9 32.8 53.8 44.1 #DIV/0! 38.5 67.7

オホーツク 0.0 12.9 204.7 157.4 5.3 0.0 380.4 47.8

東部 0.0 3.7 81.5 84.2 3.0 0.0 172.5 29.7
中部 0.0 4.8 59.5 40.5 1.8 0.0 106.6 5.7
西部 0.0 4.4 63.7 32.8 0.4 0.0 101.3 12.4

根室 0.0 2.1 30.6 17.8 0.9 0.0 51.4 5.7
北部 0.0 1.7 22.7 15.2 0.8 0.0 40.4 2.3
南部 0.0 0.4 7.8 2.6 0.1 0.0 11.0 3.4

えりも以東 0.0 6.9 41.4 12.2 0.2 0.0 60.8 11.9
東部 0.0 0.7 10.7 2.7 0.1 0.0 14.3 2.2
西部 0.0 6.1 30.7 9.5 0.1 0.0 46.5 9.8

えりも以西 0.0 3.5 44.1 3.9 0.0 0.0 51.5 18.2
日高 0.0 2.0 26.0 3.2 0.0 0.0 31.2 9.8
胆振 0.0 1.4 9.3 0.6 0.0 0.0 11.3 4.9
噴火湾 0.0 0.1 7.6 0.1 0.0 0.0 7.8 2.8
道南 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6

日本海 0.0 7.4 55.5 11.1 0.1 0.0 74.1 19.9
北部 0.0 4.3 28.1 2.4 0.0 0.0 34.9 10.8
中部 0.0 1.9 17.7 7.1 0.1 0.0 26.7 7.5
南部 0.0 1.2 9.6 1.6 0.0 0.0 12.4 1.6

うち河川
捕獲数

地区 来遊数
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全道の年別・年級別来遊数 

○本年の前中期の来遊数は昨年同期の数値を大き

く下回り，記録的な不漁となりました（図 1）。 

○年級別来遊数（図 2）については平成 30 年級お

よび令和元年級で近年では比較的高い水準となり

ました。一方，今年来遊の主群となった令和 3 年

級は極めて低い水準にまで減少しています。 

○年級別年齢割合の推移（図 3）については，平成

20 年級以降，5 年魚の割合が低下する一方，3 年

魚の割合が増加する傾向（若齢化）が継続し，特

に令和元年級で顕著でしたが，令和 2 年級では概

ね平成 30年級並みの水準となりました。 

 

魚体重 

○令和 2 年以降の全道の旬別平均魚体重を図 4

に示します。近年，魚体重は小型で推移し，中で

も令和 4 年は著しく小型となりました。 

令和 7年の魚体重についてみると，9 月上旬で

は過去 5 か年平均並みでしたが，その後減少に

向かい，10 月下旬には過去最低水準並みとなり

ました。漁期全体を通じた平均値は令和 4 年に

次ぐ低い水準となっており，依然小型化の傾向

が継続しています（図 4）。 
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図 1 全道の年別来遊数 

図 2 全道の年級別来遊数 図 3 全道の年級別年齢割合 
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○令和７管理年度知事管理漁獲可能量の変更について 

令和７年３月 27 日公表 

令和７年６月３日一部変更 

令和７年８月 19 日一部変更 

令和７年８月 21 日一部変更 

令和７年 10 月３日一部変更 

令和７年 11 月７日一部変更 

令和７年 11 月 11 日一部変更 

令和７年 11 月 26 日一部変更 

 
  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第５項の規定に基づき、令和７年３月 27 日公表

のするめいかに関する令和７管理年度における同条第１に掲げる数量の一部を次のように変

更したので同条第５項において準用する同条第４項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

 令和７年 11 月 26 日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

するめいかに関する令和７管理年度（令和７年４月１

日から令和８年３月 31 日までの期間をいう。）における

漁業法（以下「法」という。）第 16 条第１項に掲げる数

量は、次のとおりとする。 

 

第一～第六（略） 

 

第七 するめいか 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 3,898 トン 

２．法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右欄

に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ３，８９８トン 

 北海道するめいかを採捕

する漁業 

３，８９８トン 

 

するめいかに関する令和７管理年度（令和７年４月

１日から令和８年３月 31 日までの期間をいう。）にお

ける漁業法（以下「法」という。）第 16 条第１項に掲

げる数量は、次のとおりとする。 

 

第一～第六（略） 

 

第七 するめいか 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 3,698 トン 

２．法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右

欄に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ３，６９８トン 

 北海道するめいかを採捕

する漁業 

３，６９８トン 
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○令和７管理年度知事管理漁獲可能量の変更について 

令和７年３月 27日公表 

令和７年６月３日一部変更 

令和７年８月 19日一部変更 

令和７年８月 21日一部変更 

令和７年 10月３日一部変更 

令和７年 11月７日一部変更 

令和７年 11月 11日一部変更 

令和７年 11月 26日一部変更 

令和７年 12月 16日一部変更 

 

  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第５項の規定に基づき、令和７年３月 27 日公表

のするめいかに関する令和７管理年度における同条第１に掲げる数量の一部を次のように変

更したので同条第５項において準用する同条第４項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

 令和７年 12月 16日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

するめいかに関する令和７管理年度（令和７年４月１

日から令和８年３月 31日までの期間をいう。）における

漁業法（以下「法」という。）第 16条第１項に掲げる数

量は、次のとおりとする。 

 

第一～第六（略） 

 

第七 するめいか 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 4,947トン 

２．法第 16条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右欄

に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ４，９４７トン 

 北海道するめいかを採捕

する漁業 

４，９４７トン 

 

するめいかに関する令和７管理年度（令和７年４月

１日から令和８年３月 31 日までの期間をいう。）にお

ける漁業法（以下「法」という。）第 16 条第１項に掲

げる数量は、次のとおりとする。 

 

第一～第六（略） 

 

第七 するめいか 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 3,898トン 

２．法第 16条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右

欄に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ３，８９８トン 

 北海道するめいかを採捕

する漁業 

３，８９８トン 
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○ 令和７管理年度知事管理漁獲可能量の変更について 

令和７年３月 27日公表 

令和７年６月３日一部変更 

令和７年８月 19日一部変更 

令和７年８月 21日一部変更 

令和７年 10月３日一部変更 

令和７年 11月７日一部変更 

令和７年 11月 11日一部変更 

令和７年 11月 26日一部変更 

令和７年 12月 16日一部変更 

令和７年 12月 26日一部変更 

 

  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第５項の規定に基づき、令和７年３月 27 日公表

のするめいかに関する令和７管理年度における同条第１に掲げる数量の一部を次のように変

更したので同条第５項において準用する同条第４項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

 令和７年 12月 26日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

するめいかに関する令和７管理年度（令和７年４月１

日から令和８年３月 31日までの期間をいう。）における

漁業法（以下「法」という。）第 16条第１項に掲げる数

量は、次のとおりとする。 

 

第一～第六（略） 

 

第七 するめいか 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 4,547トン 

２．法第 16条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右欄

に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ４，５４７トン 

 北海道するめいかを採捕

する漁業 

４，５４７トン 

 

するめいかに関する令和７管理年度（令和７年４月

１日から令和８年３月 31 日までの期間をいう。）にお

ける漁業法（以下「法」という。）第 16 条第１項に掲

げる数量は、次のとおりとする。 

 

第一～第六（略） 

 

第七 するめいか 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 4,947トン 

２．法第 16条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右

欄に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ４，９４７トン 

 北海道するめいかを採捕

する漁業 

４，９４７トン 
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○令和７管理年度知事管理漁獲可能量について 

令和７年３月 27 日公表 

令和７年６月３日一部変更 

令和７年 11 月７日一部変更 

令和７年 12 月３日一部変更 

  

  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第５項の規定に基づき、令和７年３月 27 日公表

のくろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和７管理年度における同条第

１に掲げる数量の一部を次のように変更したので同条第５項において準用する同条第４項の

規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

 令和７年 12 月３日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

第一 くろまぐろ（小型魚） 

 一 知事管理漁獲可能量 

１． 法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海道漁

獲可能量 164.4 トン 

２． 法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の

左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄

に掲げる数量とする。 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 １６４．４トン 

 北海道くろまぐろ（小型魚）漁

業 

１６４．４トン 

 

第二 くろまぐろ（大型魚） 

 一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海道漁獲

可能量 564.6 トン 

２．法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左

欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に

掲げる数量とする。 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ５６４．６トン 

 北海道くろまぐろ（大型魚）漁

業 

５６４．６トン 

 

第三～第七（略） 

第一 くろまぐろ（小型魚） 

 一 知事管理漁獲可能量 

１． 法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海道漁

獲可能量 174.4 トン 

２． 法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の

左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄

に掲げる数量とする。 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 １７４．４トン 

 北海道くろまぐろ（小型魚）漁

業 

１７４．４トン 

 

第二 くろまぐろ（大型魚） 

 一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海道漁獲

可能量 549.9 トン 

２．法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左

欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に

掲げる数量とする。 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ５４９．９トン 

 北海道くろまぐろ（大型魚）漁

業 

５４９．９トン 

 

第三～第七（略） 
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○令和７管理年度知事管理漁獲可能量について 

令和７年３月 27 日公表 

令和７年６月３日一部変更 

令和７年 11 月７日一部変更 

令和７年 12 月３日一部変更 

令和８年１月 14 日一部変更 

  

  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第５項の規定に基づき、令和７年３月 27 日公表

のくろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和７管理年度における同条第

１に掲げる数量の一部を次のように変更したので同条第５項において準用する同条第４項の

規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

 令和８年１月 14 日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

第一 くろまぐろ（小型魚） 

 一 知事管理漁獲可能量 

１． 法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海道漁

獲可能量 167.7 トン 

２． 法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の

左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄

に掲げる数量とする。 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 １６７．７トン 

 北海道くろまぐろ（小型魚）漁

業 

１６７．７トン 

 

第二 くろまぐろ（大型魚） 

 一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海道漁獲

可能量 564.6 トン 

２．法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左

欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に

掲げる数量とする。 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ５６４．６トン 

 北海道くろまぐろ（大型魚）漁

業 

５６４．６トン 

 

第三～第七（略） 

第一 くろまぐろ（小型魚） 

 一 知事管理漁獲可能量 

１． 法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海道漁

獲可能量 164.4 トン 

２． 法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の

左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄

に掲げる数量とする。 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 １６４．４トン 

 北海道くろまぐろ（小型魚）漁

業 

１６４．４トン 

 

第二 くろまぐろ（大型魚） 

 一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海道漁獲

可能量 564.6 トン 

２．法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左

欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に

掲げる数量とする。 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ５６４．６トン 

 北海道くろまぐろ（大型魚）漁

業 

５６４．６トン 

 

第三～第七（略） 
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○令和７管理年度知事管理漁獲可能量の変更について 

令和 7年 6月 30 日公表 

令和 7年 11 月 13 日一部変更 

令和 7年 12 月 3 日一部変更 

 
  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第５項の規定に基づき、令和７年６月 30 日公表

の北海道まさば及びごまさば太平洋系群漁業に関する令和７管理年度における同条第１に掲

げる数量の一部を次のように変更したので同条第５項において準用する同条第４項の規定に

基づき、次のとおり公表する。 

 

 令和７年 12 月 3 日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

まさば及びごまさば太平洋系群に関する令和７管理

年度（令和７年７月１日から令和８年６月 30 日までの

期間をいう。）における漁業法（以下「法」という。）第

16 条第１項に掲げる数量は、次のとおりとする。 

 

 

第一 まさば及びごまさば太平洋系群 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 17,200 トン 

２．法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右欄

に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 １７,２００トン 

 北海道まさば及びごまさ

ば太平洋系群漁業 

１７,２００トン 

 

第二～第六（略） 

まさば及びごまさば太平洋系群に関する令和７管理

年度（令和７年７月１日から令和８年６月 30 日までの

期間をいう。）における漁業法（以下「法」という。）第

16 条第１項に掲げる数量は、次のとおりとする。 

 

 

第一 まさば及びごまさば太平洋系群 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15 条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 12,900 トン 

２．法第 16 条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右

欄に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 １２,９００トン 

 北海道まさば及びごまさ

ば太平洋系群漁業 

１２,９００トン 

 

第二～第六（略） 
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○令和７管理年度知事管理漁獲可能量の変更について 

令和 7年 6月 30日公表 

令和 7年 11月 13日一部変更 

令和 7年 12月 3日一部変更 

令和 7年 12月 24日一部変更 

 

  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第５項の規定に基づき、令和７年６月 30 日公表

の北海道まさば及びごまさば太平洋系群漁業に関する令和７管理年度における同条第１に掲

げる数量の一部を次のように変更したので同条第５項において準用する同条第４項の規定に

基づき、次のとおり公表する。 

 

 令和７年 12月 24日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

まさば及びごまさば太平洋系群に関する令和７管理

年度（令和７年７月１日から令和８年６月 30 日までの

期間をいう。）における漁業法（以下「法」という。）第

16 条第１項に掲げる数量は、次のとおりとする。 

 

 

第一 まさば及びごまさば太平洋系群 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 18,400トン 

２．法第 16条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右欄

に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 １８,４００トン 

 北海道まさば及びごまさ

ば太平洋系群漁業 

１８,４００トン 

 

第二～第六（略） 

まさば及びごまさば太平洋系群に関する令和７管理

年度（令和７年７月１日から令和８年６月 30日までの

期間をいう。）における漁業法（以下「法」という。）第

16条第１項に掲げる数量は、次のとおりとする。 

 

 

第一 まさば及びごまさば太平洋系群 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 17,200 トン 

２．法第 16条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、同表の右

欄に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 １７,２００トン 

 北海道まさば及びごまさ

ば太平洋系群漁業 

１７,２００トン 

 

第二～第六（略） 
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○令和７管理年度知事管理漁獲可能量の変更について 

 

 令和６年 12月 24日公表 

令和７年 12月 24日一部変更  

 

   漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 16条第５項の規定に基づき、令和６年 12月 24日公表

のさんま、まあじ及びまいわし太平洋系群に関する令和７管理年度における同条第１に掲げる

数量の一部を次のように変更したので同条第５項において準用する同条第４項の規定に基づ

き、次のとおり公表する。 

 

 令和７年 12月 24日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

さんま、まあじ及びまいわし太平洋系群に関する令 

和７管理年度（令和７年１月１日から令和７年 12月 31

日までの期間をいう。）における漁業法（以下「法」と

いう。）第 16 条第１項に掲げる数量は、次のとおりと 

する。 

 

第一～第二（略） 

 

第三 まいわし太平洋系群 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 29,100 トン 

２．法第 16条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同

表の右欄に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ２９，１００トン 

 北海道まいわし太平洋系

群火光を利用する敷網試

験操業 

１５，０００トン 

 北海道まいわし太平洋系

群を漁獲するその他漁業 

現行水準 

 

さんま、まあじ及びまいわし太平洋系群に関する令 

和７管理年度（令和７年１月１日から令和７年 12月 31

日までの期間をいう。）における漁業法（以下「法」と

いう。）第 16 条第１項に掲げる数量は、次のとおりと 

する。 

 

第一～第二（略） 

 

第三 まいわし太平洋系群 

一 知事管理漁獲可能量 

１．法第 15条第１項第２号に基づき国が定めた北海

道漁獲可能量 21,100 トン 

２．法第 16条第１項の知事管理漁獲可能量は、次の

表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

 

知 事 管 理 区 分 知事管理漁獲可能量 

北海道漁獲可能量 ２１，１００トン 

 北海道まいわし太平洋系

群火光を利用する敷網試

験操業 

１５，０００トン 

 北海道まいわし太平洋系

群を漁獲するその他漁業 

現行水準 
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